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１．「食文化」の振興・普及による
フロンティア拡大
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訪日外国人に向けた食体験の提供
（インバウンド誘致）

 SAVOR JAPAN
 食かけるプロジェクト

 ユネスコ無形文化遺産登録を契機に国内外の評価が高まっている「日本食と食文化」は、農業、食、地域、多様な食
産業を支える基盤であり、食育・健康増進、地域振興、輸出促進などの多様な価値を国内外で創造。

 一方、食文化を巡る社会情勢や消費者の嗜好変化は大きく、根幹となっている食文化の保護・継承が困難に。

 このため、次世代への食文化の保護・継承、食体験によるインバウンド誘致や海外への普及等により好循環形成。

「食文化」の振興・普及による新規フロンティア拡大

１．国内の食文化の保護・継承 ３．海外への日本食・食文化
の普及・輸出

２．海外需要の取り込み
・創出

農林水産物・食品の輸出額の増大 ５兆円（２０３０年）、訪日外国人旅行消費額 １５兆円（２０３０年）

日本食・食文化普及を担う人材育成
 海外日本料理人技能認定制度 等

日本食・食文化の発信拠点の強化・活用
 日本産食材サポーター店制度 等

 トップセールス等による日本食・食文化発信

③地域振興・④輸出

④輸出

①食育・②食料産業・
③地域振興

 和食の継承等をはじめとした食育・健康増進
 食料産業や異分野と連携した取組の推進
 日本食文化の価値の見える化

食品製造
事業者

中食・
外食

流通・
小売

農林水産省

その他
(異分野等)

官民協働
プロジェクト
（和ごはんP)
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和食文化の更なる価値創造に向けて (食文化振興小委員会のとりまとめ）
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国内 海外
① 食文化は多様性が高く、かつ、変容性が高いという特性がある中で、食文化の特性を活
かした保護･継承策とはどのようなものか。

② SDGs等の新たな価値観や、コロナ禍に伴う行動変容から、家庭での料理習慣の復活、農
泊や郷土料理への関心等の変化の兆しがある中、次世代への継承を行うため、｢誰の｣｢ど
のような｣取組を支援すべきか。

① 政府の輸出目標（2030年までに5兆円）、インバウンド目標
（2030年までに6,000万人）の達成に向けた新たな政策の方向
性を検討すべきではないか。

② コロナ禍による海外のマーケットニーズの変化に対応した新た
な普及の方向性を検討してはどうか。

• 食文化を核として地域資
源を活用し、価値創造と
成功事例の創出・展開
（インバウンドに加えて食
育・輸出等の価値）

• 地方の旅館等、観光の
力の活用と連携強化
（人材と取組の間口
拡大）

• 消費者の行動変容を捉
えた対応（例：時短・エ
ンタメ化・SDGsに貢献して
いる等の価値発信）

• 家庭内での継承の強化
• インバウンド活用等によ
る海外からのイメージ強
化（「日本食は格好いい」
イメージの 逆輸入）

• 各学年の教科・学習内
容を食育の視点で紐
付け

• 楽しく伝えることや地域
資源（生産現場）との
連携

• 11/24（和食の日）にお
ける和食給食の実施

３.
学校教育における
食文化を学ぶ機会

の充実化

１.
「地域の力」が今後の

食文化継承の鍵

２.
「和食は美味しい、
楽しい、ヘルシー」
の価値共有

地域 家庭 学校
４.
海外普及は「文化の国
際交流」現地の食との

融合に価値

• 現地の食習慣や嗜好
等の理解

• 日本の食材との組み合
わせで新たな価値を創
造

• ヴィーガン、減塩しょうゆ
等トレンドを捉えた提案

５.
海外への普及のポイント

は
「シンプルなわかりやすさ」
• 和食の「自然を尊重する」
という精神・コンセプトの普
及

• 和食の健康価値に関する
研究、発信（目的に応じた
柔軟な和食の定義・発信）

• 主婦のアイデア（時短テク
等）の転用

海外

課
題

議
論
の
視
点

• 地域資源としての食文化
を核としたモデル地域増加

• 地域内のネットワーク化に
よる連携（異分野の取込
及び人材育成）

• 新技術を活用した次世代
継承

施
策
の
方
向
性

• 情報発信の充実（SNS
等）

• 多様な企業との連携強
化
例えば、男性の料理シーン発
信、働く女性の家事テク活用、
アニメとのコラボ等

• 省庁間（特に文科省､
文化庁）の連携強化

• 郷土料理を含む食文
化学習のプログラム化

• 新技術を活用した次世
代継承

• 現地食文化との融合策
• 現地の食習慣・ニーズ調
査

• 重点海外普及先国選定
• 丁寧な食文化の説明
• トップシェフの活用

• 国際会議・機関等との連携強
化・発信

• 和食に関する研究の促進
• SNS活用によるアイデア発信
• 外務省（JAPAN HOUSE）
等との連携

○ 令和２年９月に、食料・農業・農村政策審議会企画部会食文化振興小委員会を設置し、議論を開始。
令和３年３月に、企画部会としてとりまとめ。



２．国内の食文化の保護・継承
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メキシコの伝統料理
（2010年）

ケシケキの伝統
（トルコ）

（2011年）

食に関する無形文化遺産無形文化遺産の例

芸能（能楽）

伝統工芸技術
（結城紬）

社会的慣習・行事
（山・鉾・屋台行事）

地中海料理
（スペイン、ギリシャ、イタリア、モロッコ）

（2010年）

韓国のキムジャン
（2013年）

○ 「無形文化遺産」とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や
生活風習などと密接に関わっているもののこと。

○ ユネスコの「無形文化遺産保護条約」では、この無形文化遺産を保護し、相互に尊重する
機運を高めるため、登録制度を実施。

○ 2010年の「フランスの美食術」などの食に関する無形文化遺産が登録されて以来、和食
文化を含め食に関する無形文化が増加。

ジョージアワイン
（2013年）

ユネスコ無形文化遺産とは

フランスの美食術
（2010年）
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http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/02877-BIG.jpg
http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/03425-BIG.jpg
http://www.unesco.org/culture/ich/img/photo/thumb/02796-BIG.jpg
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